
申 請 者 募 集

この事業は、「京都府子育ておうえん住宅支援事業費補助金」を活用し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府との協働で実施するものです。

　子育て世帯の経済的負担の軽減および住環境の向上、三世代同居・近居による世代間支援の

促進を図るため、子育てのための住宅リフォーム工事を行う世帯に対し、「舞鶴市子育ておうえ

ん住宅支援事業費補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内において補助を行います。

令和８年４月１日（水）〜令和８年１１月２７日（金）
※募集期間中においても、予算額に達した時点で募集を終了します　　　　

募 集 期 間

《補助対象者（申請者）》　　舞鶴市に住所があり、以下のすべてに該当する方

　※交付申請時に舞鶴市に住所のない人は、別途「転入に関する誓約書」の提出と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度内に転入することが条件となります。

　　　こどもが1人以上属する子育て世帯

　　　こどもの親権者（三世代同居、三世代近居の加算の対象となる場合は、祖父母も含む）

　　　が市税等の滞納をしていないこと

　　　こどもの親権者の所得の合算額が550万円未満の方

　　　舞鶴市内の業者（舞鶴市内に本社または本店があり、住宅リフォーム工事を業として

　　　いる事業者）に依頼すること

《補助対象工事》　　以下のすべてに該当する住宅リフォーム工事

　　　対象者が自ら居住する住宅で、子育てのために必要と認められる工事

　　　以下に示す居住スペースに係るリフォームであること

　　　①リビングの増改築　　　　　　　　　　　②台所スペースの増改築

　　　③浴室スペース（脱衣所含む）の増改築　　④こども部屋の増改築

　　　（外構工事、雨漏修繕、設備機器のみの設置などは対象外です）

　　　対象となる工事の費用が２０万円以上の工事。

　　　交付申請をする年度の３月１日までに完了する工事。

　　※新築工事、他の制度の補助等の対象となる工事は対象外です。

必ず「契約・着工前」にご申請ください！契約・着工後は補助対象外となります。

　　舞鶴市子育ておうえん住宅

支援事業補助金

令和８年度



交付申請

01

交付決定

02

工事着工

03

工事完了

04

《補助金の交付額》　

　　　補助対象工事費の２分の１（千円未満の端数切捨）

　　　ただし、下記の区分に応じた限度額を上限とする

　　　新たに三世代同居、三世代近居となる場合は、上記に一律５万円を加える。

区分 限度額

こどもが１人いる世帯 １０万円

こどもが２人いる世帯 ２０万円

こどもが３人以上いる世帯 ３０万円

✜この制度中の用語説明✜
○こども　　⋯１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者
○三世代同居⋯親子、祖父母等が住所変更を行い、三世代が新たに同一の住宅に居住すること
○三世代近居⋯親子又は祖父母の一方又は両方が住所変更を行い、次のいずれかに該当すること
　　　　　　　①親子と祖父母が、それぞれの住宅の間の直線距離で２km以内の住宅に居住すること
　　　　　　　②住所変更前において異なる市町村に居住する親子と祖父母が舞鶴市内に居住すること

実績報告

05

補助金額確定

06

請求

07

補助金交付

08

問い合わせ先（申請先）
舞鶴市子育て応援課
［電話番号］ 0773-66-1008
［E-mail］　  kosodate@city.maizuru.lg.jp 
［所在地］ 　〒625-8555
　　　　　　　京都府舞鶴市字北吸1044番地
　　　　　　※令和８年５月７日（木）からは、
　　　　　　　中総合会館（〒625-0087　京都府舞鶴市余部下1167）へ移転します

　※補助金は交付額を確定した後、申請者の指定する口座に振り込みます。

　※同一申請者に係る世帯について１回限り対象となります。

《申請手続き》　

　補助金の交付申請から交付（支払い）までの手続きの流れは次のとおりです。

　【重要】必ず工事着工及び工事契約等各契約締結前に交付申請をしてください。

※「３ 工事着工」後、事情により必要な場合は変更申請をしてください。
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熱
中
症
対
策中総合会館

４階ホール

火曜⽇

1 4 : 0 0 - 1 5 : 3 0

主催：大塚製薬株式会社

　  舞鶴市

（お問い合わせ）
 舞鶴市　健康づくり課
 電　話：0773−65−0065
　メール：kenzo@city.maizuru.lg.jp

参加無料

どなたでも参加できます。

定　員：先着１００人

・熱中症について知る

・熱中症対策

・最新トピック

・確認テスト

講師：大塚製薬株式会社

　  ⽚⾕ 太⼀

　  

内容‐contents‐

熱中症対策アンバサダー講座 約90分

熱中症対策アンバサダー

認定書がもらえます！

熱中症対策アンバサダー講座の

確認テストに合格された方は

認定書がもらえます！

申込は5/26までにこちらから！

電話から

　0773−65−0065

参加費：無料

または
（舞鶴市健康づくり課）

参加特典
参加者全員に★
ポカリスエット
プレゼント！

社内や地域で使える
熱中症対策啓発
ちらしを贈呈！

※申込時に要否、
　必要枚数等を⼊⼒
　してください。

2026

※合格後、ご自⾝でダウンロードしていただけます。 ※平日 9：00∼16：30

※平日9:00∼16:30



相談名 相談日時 相談場所 定員 申込 申込先 相談内容

税理士
相談

 6月3日(水)
　 9:00〜
　　12:00

市役所本館 6名
先着 電話

生活支援相談課
（0773-66-1006）

※5月27日(水)9:00〜受付開始
30分

司法書士
法律相談

 6月 4日(木)
　13:30～
　　16:30

市役所本館 12名
先着 電話 生活支援相談課

（0773-66-1006） 20分

ＦＰによる
家計相談

 6月10日(水)
　10:00～
　　15:00

市役所本館 3名
先着 電話

生活支援相談センター
（0773-66-5001）

※6月3日(水)16：30で受付終了
45分

多重債務
法律相談

（弁護士）

 6月11日(木)
　17:00～
　　18:30

西駅交流
センター 3名

先着 電話
生活支援相談課
（0773-66-1006）

※6月10日(水)15：00で受付終了
30分

府民
法律相談

(弁護士)

 6月15日(月)
　13:30～

京都府中丹
広域振興局 8名

先着 電話
中丹広域振興局総務課防災課
（0773-62-2500）

※6月10日(水)9：00〜受付開始
20分

心配ごと
法律相談

(弁護士)

 6月19日(金)
　13:00～

中総合会館 11名
抽選

電話
生活支援相談課
（0773-66-1006）
※ は
　

※
　
申込みは右のQRコードから

20分

6月19日(金)
　13:30〜

市役所本館 3名
先着 電話 女性のための相談室

   (0773-65-0056) 50分

※下記の申込不要の相談については、申込多数の場合お断りすることもあります。ご了承ください。

行政書士
相談

 6月 2日(火)
　13:30～
　　15:30

市役所本館 不要 生活支援相談課窓口 30分

行政相談
)

 6月 9日(火)
　14:00～
　　15:30

市役所本館 不要 生活支援相談課窓口 30分

土地家屋
調査士

相談

 6月16日(火)
　13:30～
　　15:30

市役所本館 不要
生活支援相談課窓口

※15：00で受付終了
30分

公証人
相談

 6月16日(火)
　13:30～
　　15:30

市役所本館 不要 生活支援相談課窓口 30分

相談時間
（１組）

（北吸1044）
○税金に関する相談
○経理業務に関する相談など

（北吸1044）
○140万円以下の多重債務問題
○相続登記・成年後見など

（北吸1044）

○くらしとお金に関する相談
・家計の見直し（保険など）
・老後の資金に関する相談など

(伊佐津213-8)

○多重債務
・債務整理
・過払金返還請求　など　　　

(浜2020）

◯個人間、家庭内のもめごとな
ど法律問題全般

(余部下1167)

○DV・セクハラ・多重債務
○個人間・家庭内のもめごとな
ど法律問題全般　

カウンセリング
（北吸1044）

◯女性が抱えるさまざまな相談
・パートナーとの関係
・職場の人間関係
・親子関係　など

（北吸1044）

○官公署への提出書類作成
○遺言、遺産分割協議書
○契約書の作成
○会社・法人設立手続　など

(行政相談委員 （北吸1044）
○国の行政機関等が行う仕事
　についての苦情や相談

（北吸1044）

○土地
・分筆・地目変更・境界問題
○家屋
・新築・滅失、分割など

（北吸1044）

○公正証書に関する相談
・遺言公正証書
・任意後見契約
・養育費等の離婚給付契約
・事業用定期借地権等の
　賃貸借契約などの各種契約
　に関する相談

または

インター
ネット

(カウンセラー)

電話申込
6月17日(水)9:00～12:00の間のみ

ネット申込は
6月16日(火)まで

女性のための

なし

当日
先着順

なし

当日
先着順

なし

当日
先着順

なし

当日
先着順

　～各種相談に関するお問い合わせ～
　　舞鶴市役所 生活支援相談課　（舞鶴市消費生活センター）　Tel:   0773-66-1006

裏面もご覧ください 　「海外からの不審な電話にご注意」
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舞鶴子ども育成支援協会 会報誌

子育て子育て
令和８年３月　第23号

皆様には平素から「舞鶴子ども育成支援協会」の

活動に格別のご理解とご支援をいただき厚くお礼申

し上げます。

舞鶴子ども育成支援協会は、市内各小学校区の地

域子育て支援協議会と市内関係機関・団体の皆様と

共に、市民総ぐるみの子育て支援活動と青少年健全

育成活動の推進を目的とした活動に取り組んでおり

ます。

さて、近年、インターネットやスマートフォンの急速

な普及に伴い青少年を取り巻く社会環境は大きく変

化してきており、身近なところでは、いじめや不登校、

ひきこもりや弱い者への虐待、また薬物乱用など、青

少年に関わる問題が年々増加傾向にあることについ

て、大人の規範意識の欠如が取りざたされています。

また、厚生労働省のまとめによりますと、2025年の

小・中・高生の自殺者数（暫定数）は532人で、1980

年以降の統計によると最多になったと発表されてい

て重大な問題と捉えなければならないと思います。こ

の状況を鑑み、今こどもたちが自分らしく安心して過

ごすことができ、自己肯定感や社会性を育むための

不可欠なものとして、家庭や学校に次ぐ「第三の居場

所」の存在に関心が高まっています。

このような現状に基づき、当協会でも「こどもまん

なか社会」に即した活動を深めて参りたいと思ってお

ります。

市民の皆様におかれましては、どうか優しいまなざ

しで、こどもたちの成長を見守っていただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。

〜 ごあいさつ 〜

舞鶴子ども育成支援協会

会 長  池内  紀代子

　舞鶴子ども育成支援協会は、市内の各地域において子育て支援活動を行う地域子育て支
援協議会と市内の関係機関・団体が一致協力することにより、地域・団体・家庭・行政が一
体となって、市民総ぐるみで子育てしやすいまちづくりをすすめることを目的としています。

◎新舞鶴地域子育て支援協議会
◎三笠地域子育て支援協議会
◎倉梯子育て支援協議会
◎倉梯第二小学校区子育て支援協議会
◎与保呂校区子育て支援協議会
◎志楽地域子育て支援協議会

◎朝来地域子育て支援協議会
◎大浦子育て支援協議会
◎中舞鶴青少年育成支援協議会
◎明倫子育て支援協議会
◎吉原子育て支援協議会
◎余内地域子育て支援協議会

◎池内子育て支援協議会
◎中筋子育て支援協議会
◎四所地域子育て支援協議会
◎高野地域子育て支援協議会
◎岡田子育て支援協議会
◎由良川小学校区子育て支援協議会

◎舞鶴自治連・区長連協議会
◎舞鶴市老人クラブ連合会
◎舞鶴市ＰＴＡ連絡協議会
◎舞鶴市民生児童委員連盟
◎舞鶴市少年補導委員連絡協議会
◎NPO法人まいづるネットワークの会
◎舞鶴東地区更生保護女性会
◎舞鶴西地区更生保護女性会

◎舞鶴地区保護司会
◎舞鶴市レクリェーション協会
◎舞鶴市文化協会
◎（一財）舞鶴市スポーツ協会
◎舞鶴市スポーツ推進委員協議会
◎舞鶴市スポーツ少年団
◎ボーイスカウト舞鶴連絡協議会
◎舞鶴保育園長会

◎舞鶴市私立幼稚園協会
◎舞鶴市小学校長会
◎舞鶴市中学校長会
◎京都府立東舞鶴高等学校
◎京都府立西舞鶴高等学校
◎学校法人聖ヨゼフ学園　
　日星高等学校

設立の目的舞鶴子ども
育成支援協会
参画団体
（令和7年度）

各
地
域
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て
支
援

協
議
会（
18
団
体
）
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事業レポート

令和7年6月21日（土）

中総合会館4階ホールに

於いて、第43回「中学生

の主張」大会を開催いた

しました。

舞鶴市内の7中学校の

代表生徒は、それぞれの

日々の生活や体験、仲間

との交流を通じて、感じ

考えたことを伝えるため

に、中学生らしい素直な

主張作文を書き、それを

もとに堂々とした態度で

発表されました。自分の

考えをしっかりと持ち、

それを懸命に伝えようと

する姿に、聴講された方も深い感銘を受けておられ

ました。

7名の主張作文は、第47回「少年の主張京都府大

会」に応募させていただき、城北中学校の亀井志衣菜

さんが京都府青少年育成協会会長奨励賞、他6名の

生徒さんすべて佳作に入選されました。

〈担当：青少年健全育成部会〉

第43回 

「中学生の主張」大会

令和7年6月21日（土）
14時～16時

舞鶴市中総合会館4階ホール

日時

場所

◎舞鶴市ＰＴＡ連絡協議会　会長賞
「普通」って。
宵田　紗良（若浦中３年）

◎舞鶴市中学校長会　会長賞
本当の自分
森　　優亜（城南中３年）

◎舞鶴市教育委員会　教育長賞
考える力
山口　青楊（青葉中３年）

◎舞鶴地区保護司会　会長賞
理想の「大人」とは
佐藤　翠南（加佐中３年）

◎舞鶴市民生児童委員連盟　会長賞
自分なりに
片山　緋埜（和田中３年）

◎舞鶴市社会福祉協議会　会長賞
「今私たちができることを行動に」
上西　若葉（白糸中３年）

◎国際ソロプチミスト舞鶴　会長賞
全ての人が幸せに暮らすために
亀井　志衣菜（城北中３年）

－ 2 －



4月から新入園・新入学・新学期を迎えるこどもたちが、安全・安心に通
園・通学できるよう、親子で一緒に交通ルールを学んでいただくとともに、
京都府警音楽隊による迫力ある生演奏を楽しんでもらい、音楽の素晴ら
しさ、楽器演奏への関心を深めてもらうことを目的として開催しました。
当日は100名を超える親子の参加があり、第1部の親子こうつうあんぜ
ん教室では、舞鶴警察署のお巡りさんと佐川急便さんによる寸劇をはじ
め、「横断歩道の渡り方」を交通ボランティアの皆さんに模擬の横断歩道

を使ってわかりやすく教えていただき、親
子で学んでいただくことができました。
第2部のオープニングでは、京都府警察

「交通安全サンバ～とどけ！手のひらあい
ず～」を生演奏でみんなで踊り、続いて京都
府警音楽隊の迫力ある素晴らしい演奏とカラーガード隊の素敵な演技をご披
露いただきました。アンコールでは皆さん演奏にあわせて歌って踊って、会場
全体が大きな感動とたくさんの笑顔に包まれました。
また、イベント終了後は、会場１階ロビーで本物の白バイと記念撮影も行わ

れました。
今回のイベントが、親子一緒に交通安全を学び考える
きっかけとなり、ひいては、こどもの交通事故防止がより一
層推進されることを願います。  〈担当：地域・文化教養部会〉

親子こうつうあんぜん教室＆
京都府警音楽隊コンサート

日時

場所

「明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」巡回展示

「明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」は、小学生の目から見た家庭
内での微笑ましいふれあいを絵に描くことやそれを鑑賞することを通し
て明るい家庭づくりの気運を高めることを目的として公益社団法人京都
府青少年育成協会が平成7年度から毎年実施しているものです。
第28回「明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」の巡回展示を、令和7
年6月6日（金）～6月12日（木）、舞鶴市役所（北吸）市民ホールで行いま
した。余内小学校の畑本乃々葉さんが京都府市町村教育委員会連合会

会長賞、新舞鶴小学校の山口蒼衣さんが京都府小学校校長会会長賞、中筋小学校の岡田琉生さん、朝来小学校
の佐藤彩光さんが優秀賞、新舞鶴小学校の山口真凜さん、大浦小学校の浦西柚緋さん、高野小学校の水野愛梨
さんが佳作を受賞されました。

令和8年2月11日（水・祝）
13時30分～15時30分

舞鶴市中総合会館4階ホール

－ 3 －



事業レポート

発行
舞鶴子ども育成支援協会（事務局：舞鶴市役所 健康・こども部 こどもまんなか室 子育て応援課内）
〒625-0087 舞鶴市字余部下1167番地（中総合会館3階）　
【TEL】0773－66－1008  【E-mail】kosodate@city.maizuru.lg.jp

こどもたちが安心して過ごし、自己肯定感や社会性を育むための、
家庭や学校に次ぐ「第三の居場所」について、NPO法人生涯学習サポー
ト兵庫の理事長であり、無人島学校校長の山崎清治氏（やまさん）を講
師に招き、地域で実際にこどもの居場所づくりに携わっておられる
方々等に向けて、第１部の講演と第2部のグループワークを開催いた
しました。こどもの自立を大人がどう見守っていくかなどをテーマに、
体験型の講演内容で参加された皆さんも楽しく有意義な時間を過ご
された様子でした。　　　　　　　　　　　  〈担当：子育て支援部会〉

子育て講演会

京都府青少年すこやかフォーラム

こどもが育つ第三の居場所
〜みんなで育てる地域の宝（タカラ）〜

講師／

《演題》

山崎清治 氏（やまさん）

令和8年1月17日（土）

13時30分～16時
日時

舞鶴赤れんがパーク2号棟
舞鶴市政記念館ホール

場所

遊
具
一
覧

●だるま落とし

●モルック

●なわとび

●けん玉

●こま

●輪投げ

●フラフープ

●ソフトダーツ

●フロアカーリング

●ビンゴボードゲーム

●ビッグボウリング

●ボッチャボール

●マイパック

●ドッジビー

事務局／舞鶴市役所 子育て応援課内  tel 66−1008

お知らせ
舞鶴子ども育成支援協会では、こどもを対象にした地域行事等で
利用していただけるよう、遊具の無料貸し出しを行っています。
希望される方は、事務局までお申し込みください。

－ 4 －
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